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中世東スラヴ年代記における目的分詞について 

 

岡本崇男 
 
 
 

1 目的分詞（supinum）とは 
目的分詞というのは動詞の名詞的派生形の一つで、中世東スラヴ文語の場

合、不定詞（不定形）と同一の語幹から形成される。不定詞が -ТИ, -ЧИ / -ЩИ
で終わるのに対して、目的分詞は -ТЪ, -ЧЬ / ЩЬで終わる。 
「目的分詞」という名称は、この語形の意味機能に由来している。ふつう、

この語形は移動を表す動詞とともに使用されて移動の目的を表す。例えば、 
“єгда придеть Б(ог)ъ судитъ зємли”「神が地を裁きに来られるとき」（『ラヴレ

ンチー年代記』、1  6494 年）; “Придоша Половци первоє на Русьскую землю 
воєватъ”「ポロフツィが初めてルーシの国を攻めに来た」（同、6569 年）で

は、動詞 прити「やって来る」の変化形とともに судитъ，воєватъという目的

分詞が使用されて、それぞれ「裁くために」、「戦うために」という目的の意

味を表している。 
中世東スラヴ文語において行為の目的は、ふつう接続詞 да と動詞の直説

法現在または仮定法との組み合わせによって表される。例えば、 “тъгда же 
Мьстислав Мьстислаличь переже перебегъ Днѣпрь, отрѣя от берега лодье, да не 
идуть Татари по нихъ, а самъ одва убежа”「その時、ムスチスラフの息子ムス

チスラフは、あらかじめドニェプル河を渡って、タタールたちが自分たちを

追ってこないように舟を岸から突き放し、ほうほうの体で逃走したのだった」

（『ノヴゴロド第一年代記』（宗務院本）、6732 年）では даと直説法現在 идуть
が使われており、 “грѣхъ дѣля нашихъ богъ намъ знамения кажеть, да быхомъ 
ся покаяли от грѣхъ нашихъ” 「わたしたちの罪のために神はわたしたちに徴

（しるし）をお示しになる。それはわたしたちがわたしたちの罪を悔いるよ

うにするためである」（同、6738 年）では да と仮定法複合述語 быхомъ ся 
покаяли が使われている。 
ところが、移動を表す一連の動詞に限り、動作の目的を目的分詞か不定詞

 
1 『ラヴレンチー年代記』からの例は、全て「ラヴレンチー写本」から採取した。 
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によって表すことができる。この状況は現代ロシア語とよく似ている。ただ

し、現代ロシア語には目的分詞が存在せず、移動動詞の動作の目的を表す役

目は専ら不定詞が担っている。 
 

2 スラヴ語における目的分詞 
目的分詞はスラヴ人が獲得した最初のスラヴ文語である古教会スラヴ語

に見られる文法形式である。А.С. Мельковによると、古教会スラヴ語に目的

分詞が存在することは J. Dobrovský が 1806 年に出版された自著の中で指摘

し、この不定詞語幹に -ТЪ / -ЩЬを接続した形式を‘supinum’と名付けたらし

い［12］。2  
そして、Dobrovský に続いて古教会スラヴ語に目的分詞が存在することを

確認したのが、ロシアで最初にこの言語の本格的な研究を行った А.Х. 
Востоковで［12］、彼はこの動詞派生形を不定法（неопределенное наклонение）
の一形式とみなした。彼は不定詞の標識である -òè, -ùè を不定法の「完遂

語尾」（совершительное окончание）とし、目的分詞の標識である -òú, -ùü を

不定法の「達成語尾」（достигательное окончание）と定義した［7,§74］。ま

た、［12］によれば、中世東スラヴ年代記の言語において目的分詞を発見した

のも А.Х. Востоковだったという。 
目的分詞は動詞の語幹に接尾辞 -t- が付加された名詞的派生形の一つであ

る。不定詞もやはり同じ接尾辞を持つ派生形なのであるが、語尾に違いがあ

る。もともと目的分詞には印欧祖語の対格語尾である *-um が付き、不定詞

には与格語尾 *-ei が付いていた。ただし、目的分詞も不定詞も全ての印欧語

に共通した語彙範疇ではないようで（［2, 281］，［4, 324］）、目的分詞に至って

はラテン語、サンスクリット語、バルト語、スラヴ語でその存在が確認され

ているのだが、ラテン語、サンスクリット語と並んで古典語を代表する言語

であるギリシャ語には存在しない。古教会スラヴ語の新約聖書テキストで目

的分詞が使用されている箇所に対応するギリシャ語テキストを見ると、そこ

にはふつう不定詞が使われている。 
実例を見てみよう。代表的な古教会スラヴ語文献の一つである『マリア写

本』には “íå ïðèäú áî ïðàâåäüíèêú ïðèçúâàòú. íú ãðhøúíèêû íà ïîêààíèå”
「わたしが来たのは義人を招くためではなく、罪人（つみびと）を招いて回

 
2 Dobrovskýの別の著作の中で目的分詞は次のように定義されている。“Ab eo (= Infinitivo) differt 
Supinum, quod hoc vocalem è post ò respuat atque adeo in ò solidum (òú) destinate…”「それ（=不定

詞）とは違っているのが目的分詞で、ò の後のその母音 è を脱落させて、硬い ò (òú) で終わ

る」［1,§86］。 
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心させるためである」（マタイ 9, 13）、“íå ïðèäú ïðèçúâàòú ïðàâåäüíèêú. 

íú ãðhøúíèêû âú ïîêààíèå”「（同上）」（マルコ 2, 17 およびルカ 5,32）とい

う基本的に同内容の文が見られる。文の述語は移動動詞 ïðèòè「やって来る」

のアオリスト 1 人称単数形 ïðèäú で、この動詞が表す動作の目的が目的分

詞 ïðèçúâàòú「呼び招くために」で表されている。目的分詞が使われると、

不定詞の場合と違い、直接補語（=直接目的語）に当たるものが生格になる。

この例では、ïðàâåäúíèêú「義人たち」が複数生格形になっている。ギリシ

ャ語聖書でこの箇所に対応しているのは “οὐ γἀρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλα 
ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν” （ルカ 5,32）で、「呼び招く」に当たる καλέσαι は
アオリスト不定詞である。また、ラテン語ウルガータ聖書でもこのくだりは 
“non enim veni vocare iustos sed peccatores in paenitentiam”（ルカ 5,32）となって

いて、やはり不定詞 vocare が使われている。3 
スラヴ語訳聖書の原本がギリシャ語聖書だということはほぼ確実なので、

スラヴ語翻訳者は移動動詞の動作目的を表すギリシャ語の不定詞に対して意

図的に目的分詞を訳語として使用したことになる。ところが、目的分詞を持

つラテン語に翻訳されたウルガータ聖書でも、同様の場合に目的分詞ではな

く不定詞が使われる。 
なぜ目的分詞を持つラテン語に翻訳するときに、ラテン語聖書の翻訳者は

ギリシャ語テキストで移動動詞の動作目的を表す不定詞の訳語として目的分

詞を当てなかったのだろうか。 
ウルガータ聖書は聖ヒエロニムスによるラテン語訳であるといわれてい

るが、少なくとも福音書に関しては、彼が聖書の校訂・翻訳の作業を開始し

た時点（382 年頃）ですでに存在していたラテン語訳テキストをギリシャ語

原典と照合し、修正を加えたのだと考えられている。その際、ヒエロニムス

は比較的良質のラテン語テキストを元に作業を進め、できるだけ既存のラテ

ン語テキストを生かし、意味が歪められている箇所に限って訂正したらしい

［3, 76］。このことから、すでに 4 世紀後半にはラテン語においても移動動詞

の動作目的は目的分詞ではなく不定詞で表されていたと考えて良いのかもし

れない。従って、9 世紀中期という比較的遅い時期に成立した古教会スラヴ

語聖書において、目的分詞が使用されているということは、この形式がギリ

 
3  ギリシャ語校訂テキストおよびウルガータ聖書のマタイによる福音書とマルコによる福音

書では「回心へ」を意味する表現（εἰς μετάνοιαν / in paenitentiam）がない（ただし、どちらの聖

書にもこの表現が書かれた異本が存在している）。なお、ギリシャ語およびラテン語のテキス

トは Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine. 6. korrigierter Druck 2008. Deutsche 
Bibelgesellschaft. にもとづいている。 
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シャ語の影響を受けたものではなく、自前の文法形式であったと考えて差し

支えなさそうである。 
ただし、すでに古教会スラヴ語テキストにおいて、目的分詞と不定詞の混

同が始まっている。そのことは以下の事実からわかる。 

（1） 同一の写本内で移動動詞の動作目的が目的分詞だけでなく、不定詞

でも表されることがある。 
例えば、先ほど示した目的分詞の使用例の引用元である『マリア写

本』には “hêî ïðèäå îòú êîíåöú çåìë# ñëûøàòè ïðhì@äðîñòè 

ñîëîìîí#”「なぜなら（南の国の女王は）地の果てからソロモンの知恵

を聞くためにやってきたのだから」（ルカ 11, 31）のように不定詞

ñëûøàòè が移動動詞 ïðèäå の動作目的を表すような例も珍しくない。 

（2） 同一内容の文であっても、写本によって目的分詞が使われたり、不

定詞が使われていたりする。 
例えば、上で示した例と同じ箇所が『ゾグラフォス写本』では、 “hêî 

ïðèäå îòú êîíüöà çåìë̑# ñëûøàòú ïðhì@äðîñòè ñîëîìîí̑#”となって

いて、移動動詞の動作目的を表すために不定詞ではなく目的分詞が使

用されている。 

（3） 他動詞から派生した目的分詞の直接補語（=直接目的語）は対格では

なく生格だが、不定詞と同じように対格が結びつくことがある。 
例えば、先に挙げた『マリア写本』の “íå ïðèäú áî ïðàâåäüíèêú 

ïðèçúâàòú. íú ãðhøúíèêû íà ïîêààíèå” の ãðhøúíèêû は複数対格

形である。この語形は統語的には目的分詞 ïðèçúâàòú の従属語とし

て ïðàâåäüíèêú（複数生格）と同位成分の関係にあることが明らかで

ある。 

 
3 年代記テキストにおける supinum 
中世の東スラヴ語文語で目的分詞が使用されることは、先に述べたように、

А.Х. Востоковが 1822 年に出版された自著の中で指摘しているという［12］。
その時代からすでに 2 世紀が過ぎているのだが、現在でも中世東スラヴ文語

における目的分詞をテーマにした論文は時々発表されている（［11］，［13］）。
今のところ以下のことについて異議を唱える研究者はいないようである。 

1. 古教会スラヴ語では末期から目的分詞と不定詞の混同が顕著になるが、
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東スラヴ語では 14 世紀に書かれた文献でもよく保たれている［5,§
418］。 

2. 東スラヴ語では『ルシ法典』（Русская Правда）のような、教会スラヴ

語色が希薄な文献ジャンルである事務・法律文書においても目的分詞

が正しく使用される。こうした東スラヴ人の口語が反映されていると

考えられる文献ジャンルにおいても目的分詞は浸透していた（［6, 331–
338］，［13, 320］，［14,120–123］）。 

また、15 世紀になってから目的分詞が不定詞に駆逐されるようになり、17
世紀には忘れ去られたということも事実であるようなのだが、15–17 世紀に

ほとんど使われなくなったと主張する И. Манучарян のような研究者がいる

一方で［11, 162］、少なくとも 15 世紀末までは文献によってはよく保たれて

いたと言う Г. Мольковのような研究者もいる［13, 320–321］。4     И. Манучарян
は М.Л. Ремнёваの著作［14］に依拠していて、同書は 15 世紀以降の教会ス

ラヴ語文献と事務文献に関しては目的分詞を考察の対象にしなかったために、

Манучарян は目的分詞が「使われなくなった」と判断したのかもしれない。

これに対して、Г. Мольковは 15 世紀に成立した『ノヴゴロド第四年代記』や

15 世紀末の写本で知られる翻訳作品『ユダヤ古代史』で目的分詞が使われて

いることから、東スラヴ世界において目的分詞が衰退する速度は緩やかであ

ったと考えているようである。 
年代記テキストにおいて目的分詞の使用状況の変化を知るための絶好の

文献資料はおそらくノヴゴロドで成立した『ノヴゴロド第一年代記』である。

『古輯』に属する現存する唯一の写本は「宗務院本」と呼ばれ、13 世紀から

14 世紀前半の筆跡で書かれている。一方、『新輯』に属する写本群のうち代

表的な写本だとみなされている「委員会本」は 15 世紀前半から中頃の筆跡で

書かれている［НПЛ, 5–8］。「宗務院本」と「委員会本」は成立期に関して 1
世紀半から 2 世紀ほどの隔たりがあるのだが、「宗務院本」の記事がほぼ内容

を変えずにそのまま「委員会本」にも受け継がれていることから、目的分詞

に関する書き手の規範意識の時間的な変化が見られる可能性が高い。5 

 
4 Т.П. Ломтевは「15 世紀から目的分詞の形式は完全に不定詞によって取って代わられていた」

（“С XV в. формы супина полностью были вытеснены формами инфинитива”）［10,§23］と述べ

ているが、これは極端な一般化で、15 世紀以降の文献にも目的分詞の使用が認められるという

事実に反しているといわざるを得ない。 
5 「宗務院本」と「委員会本」における目的分詞の使用例は［НПЛ］に収録されている校訂テ

キストから採った。また、「委員会本」については、補助的な資料としてロシア科学アカデミ

ーのサンクトペテルブルク歴史研究所がインターネット上で公開している画像を利用した
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それでは、先ず「宗務院本」でどのような移動動詞が使われているのかを

見てみよう。以下の表 1 の左カラムには移動動詞の基本形を不定詞で示して

いる。ここで言うところの基本形というのは接頭辞を省いた形式のことであ

る。そして右カラムには「宗務院本」において実際に目的分詞と結びついて

いることが確認できた語形（接頭辞を伴う形を含む）を示す。なお、2 回以

上現れる語形については、出現数を括弧の中に入れて語形の後に示すことに

した。 

基本形 確認された語形 

ити иде (3), идоша (4), идемъ; поидеши, поиде (2); приде, придоша; 
въниде 

ходити ходи (2) 
сълати посла (2), послаша (3), пославъ; присла; въсла 
пустити пусти 
ѣхати приѣхаша 

表 1: 目的分詞とともに使われる移動動詞 

 
このように移動動詞には「行く」を意味する итиおよびそれに接頭辞が付

いた動詞が最も多く（14 例）、次に「送る」を意味する слатиおよびそれに接

頭辞が付いた動詞があり（8 例）、ходити「行ってくる」、пустити「行かせる」、

приѣхати「やって来る」は 1 例ずつしか見られない。6 
これに対して目的分詞には以下のものがある。括弧内の数値は表 1 の場合

と同様に 2 回以上の出現頻度を示している。 

блюстъ (2), воеватъ (4), грабитъ, искатъ, миритъ, позыватъ, посадницитъ 
(3), правитъ, проваживатъ, прогонитъ (2), прогнатъ, ставитъ, ставитъся (7) 

表 2: 目的分詞 

ставитъся「叙任されるために」の使用例が突出して多く、他にも 2 例以上

使われているものが 4 つあるのだが、語彙の種類はあまり多くない。7 目的分

 
（http://chronicles.spbiiran.ru/scans/1/1 から http://chronicles.spbiiran.ru/scans/1/319 まで）。 
6 目的分詞と結びつく「移動動詞」には、現代ロシア語文法の「移動動詞」（あるいは「運動の

動詞」）と違い、主語となる人物が移動することを意味する動詞（ити, ходити, ѣхатиなど）だ

けでなく、主語となる人物は移動せずに、補語となる人物のみを移動させることを意味する動

詞（пустити, слатиなど）も含まれる。 
7 目的分詞を形成する動詞の語彙は『ラヴレンチー年代記』よりも少ない。また、Г. Мольков
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詞の使用例の延べ数は 26 である。8 
『古輯』（「宗務院本」）で使われている目的分詞が『新輯』（「委員会本」お

よび異本）の対応箇所でどのように表現されているのかを対照表の形式で示

すと以下のようになる。9 
 

 古輯（宗務院本） 新輯 

 年 葉 移動動詞 目的分詞 委員会本 異本 

1 6628 10 приде посадницитъ посадницатъ -чать (АТ) 
2 6637 12v въниде посадницитъ посадницать -чать (АТ) 
3 6643 16 ходи миритъ мирить мирити (Т) 
4 6645 19 идоша прогонитъ прогонити  
5 6664 29v поидеши ставитъся ставится 
6 6666 30v ходи ставитъся ставится ставитися (АТ) 
7 6675 34 идоша прогнатъ прогнати  
8 6679 38 присла посадницитъ посадничати  
9 6700 51 пославъ воеватъ воеватъ воевати (АТ) 

10 6709 63 иде ставитъся ставится ставитися (АТ) 
11 6712 65 посла искатъ искатъ искати (АТ) 
12 6719 76v посла ставитъ ставити  
13 6719 76v иде блюстъ блюсти  
14 6719 77v послаша ставитъся ставится ставитися (АТ) 
15 6723 82v въсла проваживатъ провади провадити (Т) 
16 6733 101 иде правитъ правит 10 правити (АТ) 

 
が挙げた古教会スラヴ語の例［13, 323–324］と比較せよ。 
8 М.Л. Ремнёваも［14, 119–120］で『古輯』における目的分詞の使用に言及しており、17 の使

用例があると述べているのだが、これは Е.С. Истринаが［9, 134–135］で提示した用例の数に

一致している。ただし、Истринаは ставитъсяについて 2 例しか挙げておらず、そもそも網羅

的に目的分詞の用例を提示する意図がなかったのかもしれない。そして Ремнёваは実際に「宗

務院本」のテキストに当たったわけではなく、Истринаが挙げた例を数えただけだった可能性

が高い。ちなみに、Манучарян は Ремнёва が示した ‘17’ という数字をそのまま使っている。 
9 「宗務院本」の ъ で終わる目的分詞が『新輯』では ьで終わっている場合は、ь に下線を引

いて強調した。また、「宗務院本」の目的分詞に対して『新輯』では不定詞が使われている場

合、その不定詞を太字で示した。なお、『新輯』における対応形は「委員会本」だけでなく「異

本」に見られるものも示した。なお、『新輯』の異本には「アカデミー本」と「トルストイ本」

があるので、表では前者を А、後者を Тで表して語形の後の丸括弧に記す。語形の後の括弧の

中に Т しか書かれていない場合、その語形が見られるのは「トルストイ本」のみであり、「ア

カデミー本」には「委員会本」と同じ語形が現れることを意味している。 
10 底本では тが補われていない。これについては 3.3.6 節の説明と画像を見よ。 
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17 6736 103 придоша воеватъ воеват воевати (АТ) 
18 6736 106v послаша грабитъ грабить  
19 6737 109 поиде ставитъся ставится ставитися (АТ) 
20 6737 109v поиде ставитъся ставится – 11 

21 6742 117v пусти воеватъ воеватъ воевати (АТ) 
22 6761 133 идоша воеватъ воеватъ воевати (Т) 
23 6778 148v идемъ прогонитъ прогонить прогонити(АТ) 
24 6812 154v идоша блюстъ блюсти  
25 6816 155v послаша ставитъся ставится ставитися (АТ) 
26 6838 166v приѣхаша позывать зовуще 

表 3: 移動動詞の動作目的を表す単語に関する古輯と新輯の対応 

『新輯』の「委員会本」において「宗務院本」と同じく-тъで終わる目的分

詞が使われている例が 5 つ、ъ が脱落している例が 9 つ、そして現代ロシア

語の不定詞と同じように -тьで終わる形式が使われている例が 3 つある。12こ

れに対して明らかに不定詞で置き換えられている例が 6 つあるので、全体と

しては目的分詞が不定詞に取って代わられる過程が緩やかに進行したように

見える。しかし、『新輯』の異本の一つである「アカデミー本」では、この写

本が「委員会本」とほぼ同時期に成立したのにもかかわらず、目的分詞が不

定詞に置き換わっている例が 18 あり、「委員会本」よりも 10 多く、18 世紀

の筆跡で書写された「トルストイ本」とあまり変わらない状況を呈している。

このことから、15 世紀になると目的分詞を不定詞に置き換えるかどうかは、

書写者の規範意識に任されていたと考えて良いのかもしれない。また、

ставитъся（7 例），посадницитъ（3 例），воеватъ（4 例）のように「委員会本」

 
11 異本 А, Т ともに目的分詞も不定詞も使われておらず、前置詞句 на постановление「叙任の

ために」によって表現されている。 
12 『新輯』の「委員会本」およびにその他の異本に現れる -тьで終わる動詞派生形が目的分詞

ではなく、語末母音 иが脱落した不定詞である可能性は否定できない。Г. Мольковは -тьで終

わる不定詞が 15 世紀の事務文書に見られることを指摘し、それが衰退期にあった目的分詞が

不定詞の形式に影響を与えた結果だと考えている［13, 320］。「委員会本」においても -тьで終

わる不定詞が少なくとも 1 例あることがわかっている（начаша воевать волость новгородскую, 
185v）。ただし、これ以外は全て目的分詞だと思われる。そのように判定したのは、-тьで終わ

る動詞派生形が移動動詞と結びついていれば目的分詞、移動動詞以外の動詞（хотѣти「〜しよ

うとする」, начати「〜し始める」, почати「〜し始める」, заповѣдати「命ずる」など）と結び

ついていれば不定詞だという極めて単純な根拠にもとづいている。移動動詞と結びつく目的分

詞は統語的に目的を表す状況語の役目を担っており、移動動詞以外の動詞と結びつく不定詞は

動詞の補語の機能を果たしているので、-ть で終わる動詞派生形が果たす統語機能は、それが

従属関係を持つ動詞の種類によって充分に判断できる。 
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においても目的分詞の形式が保たれやすい語彙があることから、派生元とな

る動詞の語彙的意味や目的分詞が置かれた語彙環境、つまり移動動詞と移動

目的を表す単語（目的分詞あるいは不定詞）との相性が関係しているのかも

しれない。そこで、目的分詞とそれが置かれた語彙環境について目的分詞の

出現頻度別に検討してみる。 
なお、例文の表記は以下の原則に従う。 
「宗務院本」と「委員会本」の例を併記し、日本語訳をつけることとする。

例文および語形がどちらの写本から取られたものなのかを示すために〔宗〕

（＝宗務院本）、〔委〕（＝委員会本）という標識をつける。また例文および語

形の後には、それらが各写本のどこにあるのかを示すためにページ数を括弧

の中に入れておく。例えば、(100) であれば「第 100 葉表」、(100v) であれば

「第 100 葉裏」を意味している。例文の日本語訳については、比較の基準と

なる宗務院本のテキストの訳を基本とし、写本間で日本語訳に顕著な違いが

出る場合に限り、角括弧の中に写本の標識を示して、その後にその写本固有

のテキストの訳文を続ける。日本語訳は［17］に依拠したが、訳文が不適切

だと思われる部分は著者が独断で修正した。 
 

3.1 出現頻度の高い目的分詞 
3.1.1 ставитъся 

[例1] 〔宗〕и тъгда поидеши ставитъся (29v) 
〔委〕и тогда поидеши ставится (109v) 
〈その時には（あなたは）叙任されるために行くのです〉 

[例2] 〔宗〕Томь же лѣтѣ ходи Аркадъ Кыеву ставитъся епископомь, и 
поставленъ бысть от митрополита Костянтина, и приде въ Новъгородъ, 
мѣсяця септября в 13 день, на канонъ святого Въздвижения (30v) 
〔委〕Того же лѣта поиде Аркадии къ Кыеву ставится епископомъ, и 
поставленъ бысть от митрополита Костянтина, и прииде в Новъгород, 
мѣсяца семтября в 13 день, на канунъ святого Въздвижения. (110) 
〈同じ年アルカド［〔委〕アルカージー］が主教に叙任されるためにキエフ

に行き、府主教コスチャンチンによって任命された。そして（彼は）ノヴゴ

ロドに着いた。9 月 13 日、聖十字架祭の前日のことであった〉 

[例3] 〔 宗 〕 Новъгородьци богомь избранаго Митрофана въведоша въ 
епископью по Мартурии, и иде въ Русь ставитъся къ митрополиту съ 
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новгородьскыми мужи и съ всѣволожими, и поставленъ бысть мѣсяця 
июля въ 3 день, на святого Уакинфа (63) 
〔 委 〕 Новгородци богомъ избраньнаго Митрофана въведоша въ 
архиепископьлии дворъ по Мантурии; и иде в Русь ставится к 
митрополиту с новгородчкыми мужи и со всеволожими, и поставленъ 
бысть мѣсяца июля въ 3 день, на святого Укинфа (125) 
〈ノヴゴロドの人々は、神によって選ばれたミトロファンをマルトゥリィ

［〔委〕マントゥリィ］の後の主教職［〔委〕大主教職］につけた。そこで（彼

は）ノヴゴロドの人士とフセヴォロドの人々と共にルシの府主教のもとへ

叙任されるために行き、7 月 3 日、聖ウアキンフの日に叙任された〉 

[例4] 〔宗〕и волею божиею възлюби и князь Мьстислав и вси новгородьци, 
и послаша и в Русь ставитъся; и приде поставленъ архиепископъ 
Антонии и створи полату Митрофаню церковь въ имя святого Антония 
(77v) 
〔委〕и волею божиею възлюби и князь Мьстислав и вси новгородци, 
и послаша и въ Русь ставится; и прииде поставленъ архиепископъ 
Антонии и створи полату Митрофаню церковь въ имя святого Антониа 
(133v) 
〈そして神の意思により、ムスチスラフ公は彼を選び、全てのノヴゴロドの

人々も（選んだ）。そして（人々は）叙任されるように彼をルシに送った。

そして大主教アントニィは叙任されて到着し、ミトロファンの館を聖アン

トニオスの名に因んで教会にした〉 

ставитися「叙任される」の目的分詞は、「宗務院本」で ставитъся、「委員会

本」で ставится と表記されている。移動動詞は ити, поити, послати で、『新

輯』の異本には目的分詞ではなく不定詞が使われている例があるのだが、「委

員会本」では ставитсяで一貫している。なお、新旧写本の重複部分以外でも

「委員会本」では目的分詞 ставитсяの使用例が 3 つあり、移動動詞 послаша
（1 例）と поиха13（2 例）と結びついている。 
ставитисяは『ノヴゴロド年代記』においてはノヴゴロドの主教がキエフの

府主教によって大主教に叙任されたことを伝える記事でしか見ることができ

 
13 поиха は поѣха の方言形らしい。「委員会本」には比較的よく見られる形式なのだが、伝統

的な綴りである поѣхаとの住み分けの原則があるのかどうかがよくわからない。なお、『新輯』

の異本では「委員会本」の поиха, прииха などが поиде, прииде となっていることもある。ノ

ヴゴロド方言の影響で ѣが иと綴られることについては［8,§1.9 および§2.31］を見よ。 
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ない。14 従って、移動動詞（「行く」・「派遣する」）とその動作主（聖職者）と

目的分詞の組み合わせには一定の語彙的な制限が見られる。 
 

3.1.2 посадницитъ 

[例5] 〔宗〕Приде Борисъ посадницитъ въ Новъгородъ (10) 
〔委〕Прииде Борисъ посадницатъ в Новъгородъ (100v) 
〈ボリスが市長官になるためにノヴゴロドにやって来た〉 

[例6] 〔宗〕Въниде ис Кыева Данилъ посадницитъ Новугороду (12v) 
〔委〕Прииде ис Кыева Данила посадницать Новугороду (101v) 
〈キエフからダニルが市長官になるためにノヴゴロドにやって来た〉 

[例7] 〔宗〕и присла Жирослава посадницитъ съ мужи своими (38) 
〔委〕и присла Жирослава посадничати с мужи своими (113v) 
〈そこで彼（=アンドレイ公）はジロスラフを市長官とするために自分の家

臣とともに遣わした〉 

посадницитъは動詞 посадничитиの目的分詞 посадничитъのノヴゴロド特

有の別形（いわゆる цоканье15の形式）である。「宗務院本」の посадницитъに
対して「委員会本」では同じタイプの目的分詞 посадницатъ と不定詞 
посадничатиが対応している。посадничитиと посадничатиはどちらも「市長

官（または市長）16」を意味する посадникъから派生した動詞であり、古語辞典

［19］および［20］では「市長官の地位にある」を意味する同義語として扱

われている。この動詞も先の ставитися と同じく、特定の文脈でしか用いら

れない語彙なので移動動詞と目的分詞の組み合わせにはやはり語彙的な制限

があるといえる。 
例 6 の〔委〕посадницатьのように -тьで終わる形式は「宗務院本」には見

られない目的分詞である。これは［13, 320］によれば目的分詞が消滅する時

期（15 世紀）に見られるものらしい。 
 

14 「委員会本」には府主教座がモスクワに移ってからの記事もある（6833 年）。 
15 цоканьеはノヴゴロド全域に見られる方言特徴の一つで、共通スラヴ語期に起こった後口蓋

子音 *k の第 1 次口蓋化（前母音が後続する時 *k → č）と第 3 次口蓋化（*ę, *i, *ь が直前に

ある時 *k → c）の結果生じた子音がどちらも цと発音・表記されることである［8,§2.3］。 
16 ノヴゴロドの посадникъの訳語を「市長官」とするか「市長」とするのかについては、［18］
に一定の見解が提示されている。これによれば、1126 年にそれまでキエフから派遣されていた

посадникъ をノヴゴロド市民が民会（вече）で選出するようになったので、キエフから派遣さ

れていた管理者を「市長官」と呼び、民会に選出された管理者を「『市長』の名で呼ぶのがふ

さわしい」という［18, 73］。本論文では「市長官」で統一した。 
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3.1.3 воеватъ 

[例8] 〔宗〕Иде князь Ярослав Пльскову на Петровъ день, … , а самъ седе на 
Пльскове, а дворъ свои пославъ съ пльсковици воеватъ (51) 
〔委〕Иде князь Ярославъ къ Плескову на Петровь день, … , и самъ 
сѣде въ Плесковѣ, а дворъ свои посла съ плесковици воеватъ (119v) 
〈ヤロスラフ公はペトロの日にプスコフに向かったが、…彼自身はプスコ

フに留まり、戦うために彼の廷臣をプスコフの人々とともに送った〉 

[例9] 〔宗〕Того же лѣта придоша Емь воеватъ въ Ладозьское озѣро в 
лодкахъ (103) 
〔委〕Того же лѣта приидоша Емь воеват во Въдьское озеро в лодкахъ 
(147v) 
〈同じ年にエミ（＝フィン系部族）が戦うためにラドガ湖［〔委〕ヴォヂ湖

（＝ラドガ湖の別名）］に船に乗ってやって来た〉 

[例10] 〔宗〕и ста князь, не дошедъ града, съ пълкы, и пусти люди своя въ 
зажитие воеватъ (117v) 
〔委〕и ста князь, не дошед града, с полкы, и пусти люди своя въ 
зажитиа воеватъ (156v) 
〈公は町まで行かずに、軍隊と共に止まり、（町を）占領するために自分の

部下を兵站基地に送った〉 

動詞 воеватиは自動詞であれば「戦う」（例 8、例 9）、他動詞であれば「支

配下に置く、侵略する」あるいは「破壊する、荒廃させる」（例 10）という意

味を表す。17 「宗務院本」の 4 例の воеватъに対して、「委員会本」でも воеватъ
と表記されている例が 3 つある。例 9 については底本（［НПЛ］）では воевать
と表記されているが、ページ下部の注解（apparatus）には「写本では воеват、
しかも т が行の上に書かれている」と説明されている。実

際に写本では右の写真のようになっている。18 「委員会本」

では -тъ で終わる目的分詞が比較的よく保たれている上

に、表記が省略されていない 3 つの例が全て-тъで終わり、

さらに -тьで終わる目的分詞が少数であることから、この т が行の上に書か

れた目的分詞も воеватъである可能性が高いと思われる。 
 

17 「宗務院本」の第 133 葉表にもう 1 例の воеватъがあるが（“… идоша … воеватъ ихъ”）、こ

れは補語を持っているので他動詞である（「彼らを征服するために行った」）。 
18 「委員会本」第 147 葉裏の画像は http://chronicles.spbiiran.ru/scans/1/148/ から取った。 
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3.2 二度出現する目的分詞 
3.2.1 блюстъ 

[例11] 〔宗〕(князь Мьстиславъ) … а самъ иде на Тържькъ блюстъ волости 
(76v) 
〔委〕(князь Мьстиславь) … а самъ иде на Торжокъ блюсти волости 
(133) 
〈一方、彼（ムスチスラフ公）はトルジョクへ領地を守るために行った〉 

[例12] 〔宗〕но идоша новгородци в Торжекъ блюстъ Торжку (154v) 
〔委〕нь идоша в Торъжокъ новгородци блюсти Торжьку (192v) 
〈しかしノヴゴロドの人々はトルジョクを守るためにトルジョクに向かっ

た〉 

「宗務院本」の目的分詞 блюстъは「委員会本」では不定詞 блюстиとなっ

ている。 
例 11 に見られる〔委〕блюстиの補語 волостиは名詞 волость「領地」の単

数生格と複数対格の両方の可能性があるのだが、両写本において волости が

明らかに複数対格となっている例は “и волости имъ раздая достоиныя”「彼

（ユーリー公）は彼らに相応の領地を分け与えた」（〔宗〕28v, 〔委〕109）の

みであり、やはりこの волости は単数生格の可能性が高い。さらに、底本の

注解によれば、異本（「アカデミー本」および「トルストイ本」）でこの箇所

は “блюсти волостеи” と複数生格形になっている。 
例 12 の〔委〕блюсти の補語は対格 Торжькъ ではなく生格 Торжьку であ

る。つまり、ここでも例 11 と同じように不定詞は目的分詞と同じ生格を支配

している。 
 

3.2.2 прогонитъ 

[例13] 〔宗〕идоша на Пльсковъ прогонитъ Всѣволода (19) 
〔委〕идоша на Плесковъ прогонити Всеволода (104v) 
〈彼らはフセヴォロドを追放するためにプスコフを攻めた〉 

[例14] 〔宗〕али идемъ всь Новъгородъ прогонитъ тебе (148v) 
〔委〕сице идемъ весь Новъгородъ прогонить тебе (184) 
〈そうしないと［〔委〕そうすれば］わたしたちノヴゴロドの全住民があな

たを追い出しに向かいます〉 
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「宗務院本」の目的分詞 прогонитъ に対して「委員会本」では прогонити
（例 13）と прогонить（例 14）が対応している。後者は例 6 の〔委〕посадницать
と同じタイプの -тьで終わる目的分詞である。Всѣволода / Всеволодаおよび

тебеは生格でもあり対格でもあるので、目的分詞 прогонитъ / прогонитьおよ

び不定詞 прогонитиの補語の形式については文法規範通りである。 
 

3.3 一度しか現れない目的分詞 
3.3.1 грабитъ 

[例15] 〔宗〕а на Душильсця, на Липьньскаго старосту, тамо послаша грабитъ 
(106v) 
〔委〕а на Душилца, на Липиньскаго старосту, тамо послаша грабить 
(150) 
〈またリピノの長老ドゥシリツを襲って略奪するために彼らはそこに

（人々を）送った〉 

動詞 послашаの補語が示されていない場合でも、この動詞は派遣される人

（たち）物の存在を前提としていて、その人（たち）が目的分詞の表す動作

の担い手となる。〔委〕грабитьは例 14 の〔委〕прогонитьと同じタイプの目

的分詞である。 
 

3.3.2 искатъ 

[例16] 〔宗〕И увѣдавъ цесарь, посла искатъ его; и начаша искати его въ 
мнозѣхъ мѣстѣхъ (65) 
〔委〕И увѣдавъ цесарь, и посла искатъ его въ мнозѣхъ мѣстехъ (126v) 
〈皇帝は（このことを）知って、彼を［〔委〕多くの場所で］探すために（人々

を）遣わし、［〔宗〕（その人々は）多くの場所で彼を探し始めた］〉 

両写本ともに目的分詞が使われている。ただし、「委員会本」では、本来『古

輯』にあった искатъ と искати が混同されている可能性がある。両写本を照

合すると目的分詞の直後の “его и начаша искати” が委員会本では欠落して

いるからである。しかし、［16, 114–118］によれば、『古輯』にも『新輯』に

もそれぞれの原本（протограф）の存在が想定されるということなので、「委

員会本」の書き手が「宗務院本」を書き写したのではなく、『新輯』の原本に

依拠したのだとすると、上記の部分的な欠落は既に原本の段階で生じていた

のかもしれない。そうだとすると、искатъと искатиが混同された可能性はな
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くなる。 
 
3.3.4 миритъ 

[例17] 〔宗〕Ходи Мирославъ посадникъ из Новагорода миритъ кыянъ съ 
церниговьци (16) 
〔委〕Ходи Мирославъ посадникъ из Новагорода мирить киянъ с 
черниговци (103) 
〈市長官ミロスラフは、キエフの人々とチェルニゴフの人々とを和解させ

るためにノヴゴロドから行った〉 

両写本ともに目的分詞が使われている。ただし、「委員会本」の目的分詞は 
-тьで終わるタイプのものである。 
 
3.3.5 позыватъ 

[例18] 〔宗〕Тои же зимы приѣхаша послове от митрополита из Велыньскои 
земли Федорко и Семенко, на страстнои недѣли, позватъ на ставление 
(166v) 
〔委〕 Приихаша послове от митрополита из Волыньскои земли 
Федорко и Сменко, на страстьнои недѣли, зовуще на поставление 
(201v) 
〈［〔宗〕同じ年の冬］ヴォリニの国にいた府主教の元からフェドルとセメン

という使者が叙任に召喚するために到着した。受難週のことであった〉 

「宗務院本」の目的分詞 позватъ に「委員会本」の能動現在分詞短語尾形

（男性・複数・主格）зовуще が対応している。この現在分詞は文の主語

（Федорко и Сменко）を動作主として共有する二次的述語であるが、文意が

大きく変わることはない。「宗務院本」の目的分詞に対して「委員会本」で不

定詞ではなく能動分詞が対応する例はこれだけである。 
 
3.3.6 правитъ 

[例19] 〔宗〕И того лѣта иде князь Михаилъ къ Гюргю, поимя съ собою мужи 
новгородьскыя, правитъ товаровъ, что поималъ на Тържьку и по своеи 
волоти (101) 
〔委〕Того же лѣта иде князь Михаилъ къ Юрью, поимя съ собою мужи 
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новгородстѣи, правит товаровъ, что поималъ на Торжьку и по своеи 
волости (146v) 
〈同じ年、ミハイル公はノヴゴロドの市民を連れて、（ユーリーが）トルジ

ョクと自分の領地に課していた財物を取りにユーリーのもとに行った〉 

「委員会本」では例 9 の воеват(ъ)と同じく文字 тが行の上に書かれていて

末尾の文字が省略されているので、ъ, ь, и のどれを補

うべきなのかが定かではない（右の写真19を見よ）。た

だし、底本では “правит” と印刷されており、ページ下

部の注解には т が行の上に書かれていることについて何も説明されていない。

おそらく、この場合も、書き手は不定詞 правитиではなく、目的分詞 правитъ
または правитъを書くつもりであった可能性が高い。 
 
3.3.7 проваживатъ 

[例20] 〔宗〕 а въ Новъгородъ въсла 100 муж новгородьць Мьстислава 
проваживатъ из Новагорода (82v) 
〔委〕 а в Новъгород посла 100 мужь новгородцовъ Мьстислава 
провади(ти) из Новагорода (136) 
〈また彼はノヴゴロドに 100 人のノヴゴロドの人々を送り込んで

［〔委〕送って］、ムスチスラフをノヴゴロドから追い出そうとした〉 

「宗務院本」の目的分詞 проваживатъに「委員会本」の “провади” が対応

している。底本ではこれが不定詞 провадитиに復元されていて、ページ下部

の注解で「写本では провади」と説明されている。例 9、例 19 と違い、行の

上にも文字が書かれていないのだが、провади だとアオリスト 3 人称単数形

となり、ムスチスラフ公を追い出したことになってしまい、伝える内容が「宗

務院本」と違ったものになってしまう。20 そこで、底本では『新輯』の異本に

倣ってこの語形に тиを補い、不定詞 провадитиにしている。しかし、不定詞

は一つの可能性であって、書き手が目的分詞 провадитъまたは провадитьを
念頭に置いていた可能性は否定できない。 
 

 
19 「委員会本」第 146 葉裏の画像は http://chronicles.spbiiran.ru/scan/1/147 から取った。 
20 後続する箇所を読むと、ムスチスラフ公はノヴゴロドから追放されていないことがわかる。 
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3.3.8 прогнатъ 

[例21] 〔宗〕Новгородьци же цѣловавъше святую Богородицю, яко «не хоцемъ 
его», идоша прогнатъ его съ Лукъ (34) 
〔委〕Новгородци же цѣловаша святую Богородицю, ркоша к собѣ, яко 
«не хощемъ его»; и идоша прогнати его с Лукъ (112) 
〈するとノヴゴロドの人々は「わたしたちは彼を欲しない」と言って聖母

（のイコン）に接吻し、彼をルキから追放するために進んだ〉 

〔宗〕прогнатъに〔委〕прогнатиが対応している。目的分詞の補語 егоは
生格、不定詞の補語 егоは対格だと理解して差し支えない。 
 
3.3.9 ставитъ 

[例22] 〔宗〕 И посла князь Мьстиславъ Дмитра Якуниця на Лукы съ 
новгородьци города ставитъ (76v) 
〔委〕И посла князь Мьстиславь Дмитра посадника на Лукы с 
новгородци город ставити (132v/133) 
〈そしてムスチスラフ公は、［〔宗〕ヤクンの息子｜〔委〕市長官］町を建て

るためにドミトルをルキに送った〉 
 
例 21 と同じく「宗務院本」の目的分詞に「委員会本」の不定詞が対応して

いる。どちらの文においても補語の形式は規範的である（目的分詞＋生格、

不定詞＋対格）。ただし、『新輯』の異本（「アカデミー本」、「トルストイ本」

ともに）では города ставитиというように補語が生格になっている。つまり、

移動の目的となる動作は不定詞で表されているのだが、不定詞の補語は対格

ではなく目的分詞の場合と同じ生格になっている。この現象は第 2 節におい

て古教会スラヴ語テキストにおいて目的分詞と不定詞が混同されている例の

一つとして挙げた、目的分詞の補語が生格ではなく不定詞になるという現象

と対極にあるということができる。なぜなら、前者は目的分詞が生格補語と

結びつくという文法規範が力を失いつつあることを意味しており、逆に後者

はその文法規範がまだ力を持っていたことの証であるからだ。ここに東スラ

ヴ語の独自性があるのかもしれない。 
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3.4 特殊な用法 
「宗務院本」と「委員会本には」には動詞 дати「与える」が動詞 посадничати

「市長官職にある」の目的分詞と結びつく例が一つずつ見られる。 

[例23] 〔宗〕а Петрилу даша посадницатъ Новугороду (13v) 
〔委〕А Петрилу даша посадничьство в Новѣгородѣ (102) 
〈ところで（人々は）ペトリロをノヴゴロドの市長官にした〉 

[例24] 〔宗〕а Мирославу даша посадьницяти въ Пльскове, а Рагуилови въ 
городѣ (14/14v) 
〔委〕а Мирославу даша посадницать въ Плесковѣ, а Рагуиловѣ в 
Ладозѣ (102v) 
〈ところで（ノヴゴロドの人々は）ミロスラフをプスコフの市長官とし、ラ

グイルを（ラドガの）町の［〔委〕ラドガ］の（市長官とした）〉 

例 23 の〔宗〕даша посадницатъと例 24 の〔委〕даша посадницатьはいず

れも動詞 дати「与える」と目的分詞が結びついた表現で「市長官にする、市

長官をさせる」という意味を表していることは明らかである。そして、例 23
の〔委〕даша посадничьствоは「市長官職を与える」を意味している。これ

ら「（人を）市長官に任命する」という意味の表現は『ノヴゴロド第一年代記』

の新旧写本に頻繁に登場する。表現方法にはいくつかの種類があり、最も出

現頻度が高いのが例 23 の「委員会本」の文に見られる《даша「与えた」（ま

たは въдаша「委ねた」）＋人〈与格〉＋посадничьство》で、名詞の位置に不定詞

（посадницятиなど）や目的分詞（посадницитъなど）が使われている例はわ

ずかしかない。21 『ノヴゴロド第一年代記』と同じくノヴゴロドで成立したと

考えられている『ノヴゴロド第四年代記』と『ソフィア第一年代記』には不

定詞や目的分詞が動詞 датиと結びつく例がなく、名詞 посадничьствоが дати
の補語になる表現が一般化されているようである。22 ただし、《дати＋人〈与格〉

 
21 『ラヴレンチー年代記』には《посадити＋посадника〈対格〉＋人〈対格〉》という第二斜格構文（「人

を町の管理者に据える」）は見られるが、『ノヴゴロド第一年代記』の様に動詞 дати を使った

表現は 1 例もない。『イパーチー年代記』には роздаяла бѣста посадничьства Русьскымь дѣцькимь
「彼ら二人は配下のルーシの者たちに管理者の地位を与えていたのだった」（211）という表現

が 1 例だけある。『ラヴレンチー年代記』と『イパーチー年代記』におけるこれらの表現に共

通しているのは、統治者である公が主語になっているということである。これに対して『ノヴ

ゴロド第一年代記』の市長官任命の表現では主語が明示されず述語がアオリスト 3 人称複数形

даша, въдашаとなる。市長官の任命権はノヴゴロドの意思決定機関である民会（вече）が握っ

ていて、個人の意思で決まるものではないために、この様な不定人称文が使われるのである。 
22 『ノヴゴロド第四年代記』および『ソフィア第一年代記』については、中條直樹・酒井純に

よるコンコーダンスを利用した。前者は平成 14–16 年度文部科学省科学研究費補助金による研
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＋不定詞》は「人に〜させる、人が〜するのを許す」という使役の意味を持

つ構文であって、中世東スラヴ文語においてはそれほど珍しいものではなく

（現代ロシア語にも継承されている）、たまたま「市長官にする」を意味する

定型表現としては定着しなかっただけなのかもしれない。 
しかし、移動動詞と目的分詞が結びつく構文においては、移動する主体つ

まり移動動詞の主語となる人物か、あるいは移動させられる客体、つまり移

動動詞の対格補語となる人物が担う動作を表していることを考慮すると、

датиと結びつく目的分詞が表す動作の担い手は誰（あるいは何）なのだろう

か。例 24〔委〕では与格のМирославуが目的分詞 посадничатьの動作主にな

っているので、この目的分詞は不定詞 посадничати（〔宗〕посадницяти）また

は名詞 посадничьствоと同じく датиの補語という統語的な機能を果たしてい

ることになる。ところが、目的分詞はその名称が示すように移動の目的を表

すのだから、統語的には状況語の機能を果たすはずなのだが、そうはなって

いないようである。したがって、この「市長官にする」を意味する構文にお

ける目的分詞は「名詞的用法」とでも呼べるような特殊な意味機能を帯びて

いることになる。あるいは、不定詞との境界が曖昧になっているのかもしれ

ない。 
ただし、例 23 の〔宗〕посадницатъは本来の目的分詞の意味で使われてい

ると理解して良さそうである。23 なぜなら、この例には Новугородуという目

的地を表す歴然とした与格形があるため、市長官に任命される人名 Петрилу
は対格だと考えざるを得ない（「委員会本」の Петрилуは посадничьствоが対

格形なので与格である）。24 そうすると「宗務院本」の例は「（人々は）ノヴゴ

ロドにペトリロを（彼が）市長官であるために与えた」という意味であると

解釈される。つまり与格 Новугородуが《移動動詞＋目的分詞》の構文の移動

の目的地となっているのである（例 6〔宗〕Въниде ис Кыева Данилъ 

 
究成果（課題番号 14310219、2005 年）、後者は平成 17–19 年度文部科学省科学研究費補助金に

よる研究成果（課題番号 17320048、2007 年）である。 
23 ［14, 119］にも『ノヴゴロド年代記』（「宗務院本」）において目的分詞が移動動詞ではなく

датиと結びついている唯一の例としてこの箇所が指示されている。 
24 Петрилуは両写本において対格形と与格形の両方の可能性を示している。［НПЛ］の人名索

引でこの人名の見出し語は Петрило となっている。これはもともと Петръの指小形で O 語幹

の男性名詞なのであるが、「宗務院本」には Петрила Микулъцица (15v), попа Петрилу (118), 
Петрила Рыгача (149) のように O 語幹タイプと A 語幹タイプの二種類の対格形が見られる。

また「委員会本」でも Петрила Микулиница (103), попа Петрилу (157), Петрилу Рыгача (184)の
様に二種類の対格形が使われている。また、生格形についても〔宗〕у Петрила (15)，〔委〕у 
Петрилѣ (102v) の様にやはり O 語幹タイプと A 語幹タイプの語尾が見られる。なお、Петрилѣ
という A 語幹生格形は、ノヴゴロドの文献に特有の形式らしい（［8,§3.4］、［15, 275］）。 
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посадницитъ Новугороду と比較せよ）。目的分詞が使われたもう一つの例で

（例 24〔委〕）で与格名詞 Мирославу は受益者の意味で使われているので、

例 23 の「宗務院本」の例は移動動詞と目的分詞が結びつく構文からの類推に

よって新たに作られたものである可能性が高い。 
「市長官にする」と表現するために《дати＋目的分詞》の構文が見られる

のは「宗務院本」の 6638 年の記事と「委員会本」の 6640 年の記事であり、

《дати / въдати＋不定詞》の構文が見られるのは「宗務院本」の 6640 年と 6645
年の記事だけである。これに対して、《дати＋名詞》の構文は 6634 年の記事

から見られ、すでに述べたように出現頻度が極めて高い。ちなみに、6634 年

（西暦 1126 年）というのはノヴゴロドの民会が市長官を選出し始めた年で

ある［18,72–73］。даша посадничествоのような《дати＋名詞》の構文がこの

市長官選挙制の開始と関連していると仮定して、もう一度《移動動詞＋目的

分詞》および《дати＋目的分詞》の構文が「宗務院本」の何年の記事に現れ

るのかを調べてみると、以下の様になっていることがわかる。 

6628 年 ［例 5］ Приде Борисъ посадницитъ въ Новъгородъ 
6637 年 ［例 6］ Въниде ис Кыева Данилъ посадницитъ Новугороду 
6638 年 ［例 23］ а Петрилу даша посадницатъ Новугороду 
6679 年 ［例 7］ а присла Жирослава посадницитъ съ мужи своими 

そして、「委員会本」に見られる《дати＋目的分詞》の唯一の例（［例 24］
а Мирославу даша посадницать въ Плесковѣ …）は 6640 年の記事の中にある。

これら 5 つの例のうち述語が移動動詞になっている文では市長官が公によっ

て派遣されている（Борисъ（［例 5］）と Данилъ（［例 6］）はキエフ大公によ

って、 Жирославъ（［例 7］）はヴラヂーミル公アンドレイ・ボゴリュプスキ

ーによって）。 
以上のことからノヴゴロドにおいて市長官選挙制が始まって数年しか経

っていない 6638 年の記事の《дати＋目的分詞》の構文では《移動動詞＋目的

分詞》の構文の様式に従って対格補語（Петрилу）が目的分詞 посадницатъの
動作主になっているのだが、それ以降は任命表現が《 дати＋名詞

（посадничьство）》に一本化されたということができる。なお、「宗務院本」

の 6640 年と 6645 年の記事には《дати＋不定詞》の構文も見られるのだが、

「委員会本」ではこの構文が見られないことから、これらの記事の原本が書

かれたとされる 13 世紀［НПЛ, 5］には、名詞（посадничьствоなど）と目的

分詞（посадницитъなど）と不定詞（посадницятиなど）が共存する時期が一

時的にあったものの、急速に名詞を使った表現に収斂したと考えて良さそう
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である。 
 

4 まとめ 
目的分詞が 15 世紀には完全に不定詞に取って代わられる（本論文の脚注 3

を見よ）というのは極論であるにしても、『ノヴゴロド第一年代記』の「宗務

院本」と「委員会本」における目的分詞の使用状況の比較にもとづけば、14
世紀後半から 15 世紀前半の間に目的分詞の衰退が決定的になったことは確

実である。しかし、不定詞の補語が対格ではなく生格になることが示すよう

に（例 11、例 12、例 21）、「委員会本」の書き手の規範意識の中には目的分

詞の範疇が残っていた可能性がある。25  
目的分詞も不定詞も動詞から派生した形式で、格変化語尾なしで文を構成

する成分になれるという共通点を持っている。東スラヴ語のようにかなり発

達した格変化の体系を有する言語において、格変化を持たない形式が文成分

としての地位を維持するためには、おそらく他の文成分との統語的な結びつ

きに曖昧性がないことが条件となるだろう。目的分詞は移動動詞と結びつき、

移動の目的となる動作・行為を表すという状況語としての意味機能を持つこ

とで、その統語的な地位を維持してはいたのだが、東スラヴ語の文献時代初

期からすでに不定詞で代用されていたことから、かなり早い時期に定型表現

以外では使われなくなったと思われる。そして、年代記や事務文書のように

一定量の定型表現で成り立っている文献においては、比較的長い間その命脈

を保てたために、衰退時期に関して研究者の意見の不一致が見られるのであ

ろう。 
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